
 

 

 

 

緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域の指定状況 

8月 27日から緊急事態宣言措置となる区域 

8月 27日からまん延防止等重点措置となる区域 

現在の緊急事態宣言措置区域 

現在のまん延防止等重点措置区域 

（8月 27日から緊急事態宣言措置となる区域を除く） 

資料２－１ 

8月 27日以降の 緊 急 事 態 措 置 区 域 21都道府県 

8月 27日以降の まん延防止等重点措置区域 12県 

 


